
　質問事項について、次のとおり回答します。

NO. 質問事項 回　　答

1

本工事の積算条件で単価適用日が令和８年４
月１日となっておりますが令和８年６月１日に県
単価の更新が行われております。単価の更新
により生じる金額の変更は可能ですか。

契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、
その変動額が一定割合を超えた場合、建設工
事請負契約約款に基づき単価の更新により生
じる金額の変更を行うことが可能です。
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3

4
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質問回答書

(事業名）８都市再生改第６号天久保地区道路改良舗装工事


